
７ 介 護 第 152号 

令和７年４月17日 

（介護予防）認知症対応型共同生活介護事業者  様 

看護小規模多機能型居宅介護事業者  様 

（介護予防）小規模多機能型居宅介護事業者  様 

（介護予防）認知症対応型通所介護事業者  様 

 

高知市健康福祉部介護保険課 

 

令和７年度 研修の推薦について 

 

 平素は，本市の介護保険の適正な運営にご協力賜り，厚く御礼申し上げます。 

高知県子ども・福祉政策部長寿社会課及び社会福祉法人高知県社会福祉協議会から，令

和７年度認知症介護実践研修（「実践者研修」，「実践リーダー研修」），「認知症対応

型サービス事業開設者研修」，「認知症対応型サービス事業管理者研修」，「小規模多機

能型サービス等計画作成担当者研修」について，開催のお知らせがありました。 

以下「市長推薦による受講を可能とする要件」のいずれかに該当する場合は，市長推薦

による受講が可能となりますので，介護保険課事業係にお申し込みください。 

なお，各研修の実施要領，受講申込み等は高知県長寿社会課のホームページからダウン

ロードできますので，確認のうえ下記提出期限までにご提出ください。 

 

記 

 

 １ 提出期限  令和７年５月１日（木） 午後５時 15分 

（高知県の締切が，５月９日（金）となりますので，期限厳守でお願

いします。） 

 

 ２ 市長推薦による受講を可能とする要件 

  ⑴ 新規に指定を受ける見込みであり，当該事業所の管理者・計画作成担当者に就任

する場合 

⑵ 管理者・計画作成担当者の離職等により，人員基準欠如となる場合 

  ⑶ 兼務業務により，それぞれの業務遂行に支障があり，体制の整備を要する場合 

    

※ 受講申込書に加え，別途高知市長宛ての「推薦依頼書」と経歴書を添付して下さい。 

※ 「実践リーダー研修」及び「認知症対応型サービス事業管理者研修」の受講を希望さ

れる場合は，受講希望者の実践者研修等の修了証のコピーも添付してください。 



※ 「小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修」の受講を希望される場合は，受講

希望者の実践者研修等の修了証のコピー及び介護支援専門員資格者証のコピーも添付し

て下さい。 

※ 認知症介護実践研修（「実践者研修」，「実践リーダー研修」）については，市長推

薦による受講を可能とする要件に該当しない場合でも高知県社会福祉協議会へ直接申し

込むことが可能です。詳細については，高知県長寿社会課のホームページに掲載してお

ります令和７年度高知県認知症介護実践研修「実践者研修」実施要領をご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 高知市健康福祉部介護保険課 事業係 
高知市本町５丁目１番45号 
TEL：088-823-9972 FAX：088-824-8390   
E ｰ mail：kc-110101@city.kochi.lg.jp 


